
第２回 広島市地域公共交通活性化協議会 

 

日 時：平成２８年１月２９日（金）１０：００～ 

場 所：市役所北庁舎３階第２会議室 

 

議 事 次 第 

 

１ 開 会 

 

２ 協議事項 

⑴ 広島市地域公共交通網形成計画たたき台 

① 公共交通体系づくりの基本方針と目標 

② 各公共交通機関の役割 

③ 公共交通ネットワーク再構築の考え方（たたき台） 

④ 評価指標の設定と評価体制 

⑵ その他 

 

３ 閉 会 
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■第２章 広島市の公共交通を取り巻く現状と課題 

１ 広島市を取り巻く社会情勢 

２ 公共交通の現状と課題 

基本計画で整理済 

※必要に応じ追加 

次回提示 

 

 

 ■第 4章 評価指標の設定と評価体制◎ 【資料５】 

１ 評価指標の設定 

２ 行政・事業主体・協議会の役割と評価体制 

◎：「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」第５条において、地域公共交通網形成計画に記載する事項として規定されているもの 

広島市地域公共交通網形成計画の全体構成（案）について 

資料１ 

■第１章 広島市地域公共交通網形成計画について 

１ 目的 

基本計画で示した目指すべき公共交通体系の実現に向け、公共交通体系づくりの基本方針を踏まえた目標を設

定し、それを実現するためのネットワークや、今後 5年間で取り組む具体的な事業及び実施主体を位置付ける 

２ 計画の位置付け 

公共交通体系づくりの基本計画をベースとして、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づき、市が

作成する法定計画 

３ 計画期間◎ 

平成 28年度から平成 32年度までの５年間 

４ 対象地域◎ 

広島市域を対象（なお、周辺市町については連携を図ることとし、特に地域公共交通網形成計画を作成する市

町については整合を図る） 

今回提示 

■第 3章 目指すべき公共交通体系とその実現に向けた機能強化策◎ 

１ 公共交通体系づくりの基本方針と目標 【資料２】 

２ 各公共交通機関の役割分担 【資料３】 

３ 公共交通ネットワーク再構築の考え方（たたき台） 【資料４】 

４ 目指すべき公共交通ネットワーク 

５ 機能強化策 

 ※ 目指すべき公共交通体系の実現に向け、5 年間で実施する事業について基

本計画を基に抽出（必要に応じ追加） 

今回提示 
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公共交通体系づくりの基本方針と目標 

 

⑴ 公共交通体系づくりの基本方針 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基幹公共交通 

ネットワーク 

都心と拠点地区、又
は、拠点地区相互を結
び、都市内の広域移動
を担うとともに、都市の
骨格形成に寄与するネ
ットワーク 
・ＪＲ 
・アストラムライン 
・広電宮島線 
・基幹バス 
広島空港リムジンバス 

めざすべき公共交通体系 

都心と拠点地区を連携強化する公

共交通ネットワークの形成 

 集約型都市構造実現のための

公共交通の充実・強化 

 基幹・準基幹公共交通のネット

ワーク強化 

デルタ周辺の交通拠点から 

都心へのアクセス強化 

公共交通による都心へのアク

セス強化 

デルタ内準基幹公共交通 

ネットワーク 

デルタ内の移動の円滑化 

 

効率的なサービスを提供する 

公共交通体系 

[デルタ市街地] 

 

 路面電車・バスの定時性・速達

性の確保 

 路線の再編による効率化 

（過密状態の解消） 

 公共交通サービスを十分受けら

れない地域の解消 

路面電車やバスなど公共交通が充

実しているデルタ市街地において、

効率的なサービスを提供する公共

交通体系の構築をめざす。 

公共交通体系づくりに 
向けた取組方針 

階層性のある公共交通 
ネットワークの形成イメージ 

こ
れ
ら
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
交
通
結
節
点
で
結
ぶ
階
層
性
の
あ
る
公
共
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
を
め
ざ
す 

 

都心の魅力づくりを支える 

公共交通体系 

[都心] 

 

「都市の顔である」都心の魅力を高

め、都心への来訪者の誘引を図る

ため、都心の魅力づくりを支える公

共交通体系の構築をめざす。 

郊外部補完公共交通 

ネットワーク 

郊外部において、主に基
幹公共交通までのアクセ
スを担うネットワーク 
・郊外部アクセス補完バス 
・離島航路 持続可能な生活交通の確保 

 

安定的・継続的なサービスを 

提供する公共交通体系 

[郊外部] 

 

 路線の再編による安定的・継続

的な維持 

 生活交通の不便な地域の解消 地域公共交通 

ネットワーク 

郊外部の地域特性に応じて、安定

的・継続的なサービスを提供する公

共交通体系の構築をめざす。 

他の３つのネットワークではカバ
ーしきれない地域の交通を担
い、住民の生活交通となるネッ
トワーク 
・地域バス（乗合タクシー含む） 

デルタ内の各エリアから
都心、又は、拠点地区
へのアクセスを担うネット
ワーク 
・路面電車（ＬＲＴ） 
・デルタ内拠点アク 
セス補完バス 

 

高齢者をはじめとする市民が過度に

自動車に頼ることなく生活できる集

約型都市構造の実現に向けて、そ

れを支える公共交通体系の構築を

めざす。 

 

集約型都市構造を支える 

公共交通体系 

[都市全体] 

 

資料２ 
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●速達性 

●大量性 

●定時性 

地域 

 

 

基幹 

［階層性のある公共交通ネットワーク］        ［求められる機能とサービスレベル］ 
 

●安定性・継続性 

●柔軟性 

（きめ細かなサービス） 

図１ 階層性のある公共交通ネットワークにおける公共交通機関の位置づけと求められる機能 

図２ 交通結節点の分類と求められる機能 

［交通結節点の分類（役割）］                ［求められる機能］ 

◎円滑な乗継の 
ための機能 
（連続性） 

 
移動距離 

待ち時間 

乗継情報 

待合設備等 

◎ターミナル機能 
 

多様なモードや 
多方面の乗継に 

対応する施設 

◎拠点機能 
 

人々が集まる 

にぎわいと憩い 
の空間の創出 

 

運行頻度 速達性  柔軟性 

高 高 低 

高 中 中 

中 中 中 

低 低 高 
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⑵ 目指すべき公共交通体系の目標 

基本方針に基づき、ネットワークの階層ごとの役割に応じたサービスを提供するとともに、利

用しやすい運賃体系や情報提供などにより、利用者にとってわかりやすく使いやすい、持続可能

な公共交通体系を構築します。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基幹公共交通ネットワーク 

公共交通体系の中心的な軸として、速達性・

大量性・定時性に優れたサービスを提供する 

 

デルタ内準基幹公共交通ネットワーク 

都市機能や人口の集積したデルタ市街地のど

のエリアにおいても、主要な地域へアクセスを可能

とするようなサービスを提供する 

郊外部補完公共交通ネットワーク 

一定の集積を持った地域の交通を主に担い、

基幹公共交通までのアクセスを中心としたサービ

スを提供する 

地域公共交通ネットワーク 

買物や通院等の日常的な生活ニーズに対応

した、安定性・継続性・柔軟性のあるきめ細かな

サービスを提供する 

利用者にとってわかりやすく使いやすい、持続可能な公共交通体系の構築 

目標 

交通結節点 

公共交通相互の連携を図るた

め、情報提供や待合環境の整備

など、円滑な乗継のためのサービ

スを提供する 

利用環境（ソフト面） 

わかりやすい情報案内や使

いやすい運賃体系など、ソフト

面におけるわかりやすく使いや

すい利用環境を提供する 
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各公共交通機関の役割 

⑴ ＪＲ 

・都市内及び周辺市町との広域的な輸送など、主に大量・長距離輸送を担う 

・郊外の住宅地などの輸送を担う 
 

⑵ アストラムライン 

・郊外の住宅地などの輸送を担う 

・デルタと西風新都の循環を生み出す 
 

⑶ 宮島線 

・西広島以西において、ＪＲを補完し、沿線の住宅地からの輸送を担う 

・周辺市町との広域的な輸送を担う 
 

⑷ 路面電車 

・デルタ内の主要な拠点と都心を結ぶ 

・デルタ内の居住者の輸送を担う 

・軌道系のわかりやすさを活かし、観光客や来街者などの輸送を担う 
 

⑸ スカイレールサービス 

・特定の団地における輸送を担う 
 

⑹ 路線バス・乗合タクシー 

・鉄軌道系だけではカバーしきれない地域を中心に、基幹的な交通から市民の生活を支える

交通まで、幅広い役割を担う 

・周辺市町との広域的な輸送を担う 
 

⑺ 乗用タクシー 

・早朝、深夜などの時間的空白、また、その他の公共交通ではカバーしきれない空間的空白

の輸送を担う 

・ドアトゥドアでフレキシブルな質の高いサービスを提供する。 
 

⑻ 船舶 

・島しょ部の輸送を担う 

・周辺市町との広域的な輸送を担う 

 

 

 

 

資料３ 

図 各交通機関の特性と役割 

※船舶については輸送量と輸送距離の相関

を明示できないため図示していない 長

小

短 中

輸送距離

輸
送
量

中

大

徒
歩

ＪＲ

アストラムライン

広電宮島線路面電車
スカイレール

路線バス・乗合タクシー

自家用車・乗用タクシー自転車
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公共交通ネットワーク再構築の考え方（たたき台） 

ネットワークの再構築は、各階層のネットワークや交通結節点等のそれぞれの役割を踏まえ、下図に示す

フロー図に従って行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４ 

「交通拠点」の設定 【別紙1】

「基幹公共交通NW」の設定 【別紙1】

「デルタ内準基幹公共交通NW」・「乗継地点」の設定 【別紙2】

主要NW※の利用圏内 主要NWにより交通が確保される地域

主要NWでカバーされないエリアの抽出【参考資料２】

判断基準(メルクマール)※による
団地・地域の分類

地域公共交通による移動確保を検討する地域

路線バスを確保・維持する地域

具体的な運行計画（経路・ダイヤ・運賃）の検討

運行形態の検討

運行事業者の検討

具体的な運行計画（経路・ダイヤ・運賃）の検討

運行事業者の検討

地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画

※カバーしきれない団地・地域の属性を分析し、
判断基準の設定、根拠を整理

上位

下位

OK

NG

・路線を維持できると判断
・他地域の路線を活用可 など

地
域
公
共
交
通
再
編
実
施
計
画

※主要NW： 「基幹公共交通NW」、「デルタ内準基幹公共交通NW」、
「郊外部主要NW」を総称することとする

１ 主要ネットワーク及び交通結節点の設定

２ それ以外のネットワークの設定

３ 具体的な運行計画の検討

「郊外部補完公共交通NWのうち主要なNW」・「乗継地点」の設定 【別紙3】

「地域公共交通NW」・「乗継地点」を設定
（交通拠点及びその後背地域ごと）

「郊外部補完公共交通NW」 ・「乗継地点」を設定
（交通拠点及びその後背地域ごと）
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１ 主要ネットワークの設定 

⑴ 交通拠点の設定【別紙１】 

複数の公共交通機関が集中するとともに、各地域のまちづくり・魅力づくりに貢献する拠点機能を有す

る交通結節点を交通拠点として以下の考え方により設定する。 

«考え方» 

・都市計画マスタープランにおける拠点地区に存する交通結節点を交通拠点として設定 

・エリアによって「デルタ内交通拠点」及び「郊外部交通拠点」に分類 
 

■デルタ内交通拠点 

・紙屋町 ・広島駅 ・広島港 ・西広島駅 ・横川駅 

■郊外部交通拠点 

・新井口駅（井口・商工センター） ・大塚駅（西風新都） ・緑井駅（緑井） ・大町駅（大町） 

・地区センター（高陽） ・可部駅（可部） ・海田市駅（船越） ・五日市駅（五日市） 

※都市計画マスタープランでは「古市」も拠点地区となっているが、北部方面の交通は緑井駅において、

安川沿いの交通は大町駅においてそれぞれ集約されており、古市における交通結節機能は大きくない

ため、交通拠点としては位置付けないこととする。 

 

⑵ 基幹公共交通ネットワークの設定【別紙１】 

都心と拠点地区、又は拠点地区相互を結び、公共交通体系の中心的な交通軸として、速達性・大量性・

定時性に優れたサービスを提供する役割を担うことから、以下の考え方によりネットワークを設定する。 

«考え方» 

・鉄軌道系の全線（計画路線を含む）を位置づけ 

・鉄軌道系のない地域又は鉄軌道系だけでは需要をカバーしきれない区間について位置づけ 

・郊外部交通拠点から都心への区間を位置づけ 

 

⑶ デルタ内の準基幹公共交通ネットワーク及び乗継地点の設定【別紙２】 

都市機能や人口の集積したデルタ市街地のどのエリアにおいても、主要な地域へアクセスすることがで

きるネットワーク及びデルタ内の乗継地点を、以下の考え方により設定する。 

«考え方» 

・本ネットワークの範囲は、ＪＲ及び新井口駅～広島港～海田市駅をつなぐ基幹バスで概ね囲まれるエリ

アとする 

・路面電車の全線を位置づけ 

・できるだけ空白地が生じないよう、それぞれの地域の軸となる道路を中心に設定 

・工業・流通系の地域や黄金山周辺については、必要に応じて地域バス等で対応（大規模工場を除く） 

・路面電車同士、路面電車とバスの乗継が想定される地点を乗継地点として設定 

・バス同士の乗継については，具体的な系統設定など運行計画の検討に併せて設定することとなるため、

再編実施計画の検討過程において適宜設定 
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⑷ 郊外部補完公共交通ネットワークのうち、主要なネットワーク及び乗継地点の設定【別紙３】 

一定の集積を持った地域の交通を主に担い、各地域の拠点までのアクセスを中心としたサービスを提供

する郊外部補完公共交通ネットワークのうち、まずは主要なネットワーク及び郊外部の乗継地点を、以下

の考え方により設定する。 

«考え方» 

・現行のバスサービスレベルを考慮し、双方向で 200 便/日（オフピークで 5~6 便/時程度に相当）以上の

路線を中心に位置づけ【参考資料１】 

・近隣市町への接続する路線を位置づけ 

・現在サービスレベルが高くない地域においても、交通拠点や市街地から離れている場合にはそれらの地

域の生活拠点となる地域を乗継地点とし、そこまでの区間を位置づけ 

・設定したネットワークの分岐点など、公共交通機関の乗継が発生する箇所を乗継地点として設定 

・これら以外のネットワーク及び乗継地点については、次の検討段階において設定 

 

２ それ以外のネットワークの設定 

⑸ 主要ネットワークでカバーされないエリアの抽出【参考資料２】 

これまでに設定した「基幹公共交通ネットワーク」、「デルタ内準基幹公共交通ネットワーク」、「郊外部

主要路線」の 3つのネットワークによりカバーされないエリア（団地・地域）を抽出する。 

«考え方» 

・鉄軌道系公共交通機関の利用圏は、一般的な歩行速度を、平地部では 4km/h、傾斜地では 3km/hとした

徒歩 10分圏域として設定 

⇒ ＪＲ（平地部）・宮島線・アストラムライン（本通～大町）・港湾（似島）：650m 

⇒ ＪＲ（傾斜地）・アストラムライン（毘沙門台～広域公園前）・スカイレール：500m 

・路面電車・バスの利用圏は、バスサービスハンドブックから、90%の人が抵抗なく歩くことのできる距

離として、300mを徒歩圏域とする 

・これらの公共交通利用圏に団地の重心がカバーされている場合、交通が確保された地域と見なす 

 

⑹ 路線バスを確保・維持する地域と地域公共交通により移動確保を検討する地域を分類 

⑸で抽出されたエリアのうち、比較的人口集積が高い団地について、路線バスを確保・維持する地域と

地域公共交通により移動確保を検討する地域を、判断基準（メルクマール）を設定し、分類する。団地以

外の地域については、一旦、「地域公共交通により移動確保を検討する地域」に分類する。 

«考え方» 

・判断基準は、それぞれの団地において持続可能な最低限の利用者数を確保できるか否かとし、各団地の

バス利用者数の想定は、5歳以上の外出率 80.8%、公共交通機関利用分担率 16%（ともに H20広島市実

態調査）から算出する。【参考資料３】 

・団地に設定した路線バスによってカバーできる範囲を再度分析した上で、具体的な運行形態を検討する 

・「地域公共交通の導入を検討する地域」に分類された地域については、直ちに路線バス以外の交通を設

定するのではなく、各地域の特性等を踏まえ、以下の考え方により交通形態の検討を行う 
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■大学や病院といった施設が存する地域など、路線バスによる交通の確保が適当であると考えられる地域 

⇒ 路線バスを確保・維持 

■付近を運行する補完バス路線等を活用することで対応可能な地域 

⇒ 付近の路線の延長や、一部系統の振り分けなどにより対応 

■それ以外の地域 

⇒ 小型車両（マイクロバス、ワンボックスカー、タクシー車両、超小型モビリティなど）による定

時定路線型交通の導入や区域型運行（DRT）の導入など、地域のニーズに応じた交通形態を検討 

・ネットワークの設定後、将来的な人口変化等も考えられるため、判断基準に基づき路線バスを確保・維

持する地域と地域公共交通を検討する地域の見直しを、PDCAサイクルの中で行うこととする。 

 

⑺ 郊外部補完公共交通及び地域公共交通ネットワーク、乗継地点を設定 

これまでに整理してきた路線を確保・維持する地域及び地域公共交通により移動確保を検討する地域に

ついて、それぞれ交通拠点を中心とした後背地域ごとにネットワーク及び乗継地点を設定する。 

«考え方» 

①ネットワークの設定 

・判断基準により、路線バスを確保・維持することとなった地域については路線バスを設定 

・判断基準により、路線バス確保・維持することが困難と見込まれる地域については、地域公共交通によ

る移動確保を検討する地域として設定 

・地域公共交通による移動確保を検討する地域であっても、都市施設の立地により特定の需要が見込まれ

る場合や、複数の地域を経由する路線を設定することで、路線を維持できる場合には路線バスを設定 

②乗継地点の設定 

・路線の設定後、ネットワークの分岐となる地点や生活拠点など、公共交通機関の乗継が生じることが想

定される地点を乗継地点として設定 

 

 

以上の考え方に従い、ネットワーク再構築のモデルケースとして高陽地区の路線再編案を【別紙

４】に示す。 
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第４章 評価指標の設定と評価体制 

 本計画に掲げた目標を実現するためには、計画の達成状況を評価するための指標を設

定し、行政（広島市）、事業主体、広島市地域公共交通活性化協議会がそれぞれの役割

を担った PDCA サイクルをまわしていく評価体制が必要となります。 

 

１ 評価指標の設定 

⑴ 評価実施の必要性 

・目標の達成に向けて実施する事業について、実施することによる効果が発現しているか確

認することで、状況に応じたスケジュールや実施施策の見直しを行うことができる。 

・市民に対して、計画の実施状況を伝えるとともに、利用者の立場として積極的に公共交通

を利用する意識を醸成する。 

・事業実施主体にとって、計画の中における事業の効果を確認し、より着実な事業の実施に

向けたモチベーションとする。 

 

⑵ 評価指標の設定 

以下に示すような三者の観点から評価指標の設定を行う。 

 

■利用者からの観点 

・公共交通サービスの享受者としての立場から、利用者にとってわかりやすく使いやすい公

共交通サービスとなっているか。 

 

■事業者からの観点 

・公共交通サービスの供給者として、将来にわたって安定的な運行を確保できるか。 

 

■行政からの観点 

・集約型都市構造の実現に向けた取り組みとなっているか。また、公共交通に対して、効率

的・効果的な行政支援となっているか。 

 

※ なお、今後作成する再編実施計画においても、具体的な取組の達成状況を評価するため

の評価指標を別途設定し、施策の着実な実施を図る。 

     参考に検討中の指標（案）を［参考資料］に示す。 

資料５ 
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地域公共交通網形成計画における評価指標（案） 

地域公共交通網形成計画で設定した目標（利用者にとってわかりやすく使いやすい、持続可能な公共交通体系の構築）の達成状況を確認するため、評価指標を設定する。 

区 分 評価の視点 指標名 指標の説明 算定方法 備 考 

利用者 
利用者にとってわかりやすく使いやす

い公共交通サービスとなっているか 

 公共交通機関の利用のしやすさ

に満足している市民の割合 

本計画に基づく取組により「現在感じて

いる公共交通への満足度が向上する」こ

とを評価 

 市民意識調査結果 

 

 一日一人当たりの公共交通機

関の利用回数 

「公共交通の利用促進が図られている

こと」を評価 

 公共交通機関の日利用者数／公共交通利用可能

圏内の居住人口 

 

 公共交通利用可能圏における

カバー率 

「市内に暮らす人々が公共交通を利用

できる環境にあるか」を評価 

 公共交通利用可能圏内の居住人口／広島市居住

人口 

 

事業者 
将来にわたって安定的な運行を確

保できるか 
 公共交通事業の収支率 事業者における収支状況を評価 

 営業収益／営業費用 

※ＪＲ（可部線のみ）、アストラムライン、路面電

車、バス（全事業者）を算定 

 

行 政 

集約型都市構造の実現に向けた

取組となっているか 

 公共交通利用可能圏における

カバー率 【再掲】 

「市内に暮らす人々が公共交通を利用

できる環境にあるか」を評価 

 公共交通利用可能圏内の居住人口／広島市居住

人口 

 

公共交通に対して、効率的・効果

的な行政支援となっているか 
バス路線補助効率 

 「バス路線に対し行政が効率的に補助

しているか」を評価 

 補助対象路線の利用者数／本市のバス路線補助

金額 

※乗合タクシーを含む 

※路線が市域内で完結する市単独補助路線のみ 
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２ 行政・事業主体・協議会の役割と PDCA サイクル 

⑴ 行政・事業主体・協議会の役割 

 

分類 役割 

広島市 ・計画作成・フォローアップ 

・各事業主体との調整 

・事業の実施 

事業主体 ・事業の実施 

・事業実施主体相互の協力 

協議会 ・事業のモニタリング・評価 

・計画作成・見直しに向けた協議 

 

 

⑵ PDCA サイクル 

 

 

Plan

Do

Check

Action

広島市

各事業実施主体

広島市

協議会



交通拠点と基幹公共交通ネットワーク 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安芸高田市

東広島市

北広島町

安芸太田町

廿日市市

呉市

坂町

府中町

海田町

熊野町

地区センター（高陽）

可部駅

緑井駅

大町駅

大塚駅

五日市駅

新井口駅

西広島駅

横川駅

広島港

海田市駅

紙屋町

広島駅

別紙１ 

デルタ内交通拠点 郊外部交通拠点

紙屋町 新井口駅（井口・商工センター）

広島駅 大塚駅（西風新都）

広島港 緑井駅（緑井）

西広島駅 大町駅（大町）

横川駅 地区センター（高陽）

可部駅（可部）

海田市駅（船越）

五日市駅（五日市）

凡例 

ＪＲ 

アストラムライン 

広電宮島線 

基幹バス 

交通拠点 

 （新設） 

 （新設） 

 （新設） 

公共交通機関 基幹公共交通ネットワーク

ＪＲ 山陽本線・呉線・芸備線・可部線

アストラムライン 1号線・西風新都線・都心線

広島電鉄 宮島線

バス

広島駅～広島港

紙屋町～大塚駅

紙屋町～緑井駅

紙屋町～大町駅

紙屋町～可部駅

紙屋町～地区センター（高陽）

広島駅～海田市駅

広島港～新井口駅

広島港～海田市駅

新井口駅～大塚駅

五日市駅～大塚駅

緑井駅～地区センター（高陽）

可部駅～地区センター（高陽）

広島空港リムジンバス



デルタ内の準基幹公共交通ネットワーク及び乗継地点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※南道路については、元安川を渡る区間以外は一般道を想定  

吉島地区

江波地区

観音地区 仁保地区

黄金山

向洋駅

横川駅

西広島駅

広島港

新白島駅

広島駅

牛田本町

紙屋町

広電本社前

小網町

海田市駅

十日市町
稲荷町

八丁堀

白島

皆実町六丁目

新井口駅

別紙２ 

凡例 

路面電車（市内線） 

デルタ内拠点アクセス補完バス 
 

基幹公共交通 

 

交通拠点 

乗継地点 

工業・流通系 

（新設） 

（新設） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安芸高田市

北広島町

安芸太田町

廿日市市

呉市

坂町

海田町

府中町

東広島市

熊野町

江田島市

地区センター（高陽）

可部駅

緑井駅

大町駅

大塚駅

五日市駅

新井口駅

西広島駅

横川駅

広島港

海田市駅

紙屋町

広島駅

可部上市

狩留家駅

瀬野駅

中野東駅

安芸中野駅

矢野駅

上安駅

大原駅
安芸矢口駅

中筋駅

新白島駅

向洋駅

イオンモール
広島府中

飯室

小網町

牛田本町

皆実町六丁目

美鈴モール

石内東

熊野営業所

大橋付近

広電本社前

稲荷町

温品

上深川長楽寺駅

こころ

別紙３ 

凡例 

ＪＲ 

アストラムライン 

広電宮島線 

基幹バス 

郊外部主要ネットワーク 

交通拠点 

乗継地点 

郊外部の主要ネットワークの設定及び乗継地点 



 

 

 

 

「ネットワーク再構築の考え方（案）」に基づき再編した場合の例（高陽地区） 

 

 
凡例 

ＪＲ         基幹バス              郊外部補完バス（既存路線あり）      地域公共交通を検討する地域      ＪＲ駅利用圏       郊外部主要路線利用圏        主要ネットワークでカバーされる団地        地域公共交通を検討する団地 

団地         郊外部主要路線         郊外部補完バス（新設）           バスが運行可能な道路           基幹バス利用圏                             設定する路線バスでカバーされる団地 

  

 

高陽 A2団地 
5歳以上人口： 
3,286人 

高陽 C団地 
5歳以上人口： 
2,799人 

翠光台 
5歳以上人口： 
2,279人 

高陽 A団地 
5歳以上人口： 
4,151人 

深川台 
5歳以上人口： 
798人 

はすが丘 
5歳以上人口： 
2,354人 諸木団地 

5歳以上人口： 
393人 

高陽苑 
5歳以上人口： 
205人 

矢口が丘 
5歳以上人口： 
2,963人 

梅園団地 
5歳以上人口： 
465人 

城ケ丘 
5歳以上人口： 
1,841人 

高陽台 
5歳以上人口： 
1,071人 

高陽第一（玖村） 
5歳以上人口： 
1,157人 

高陽 B団地 
5歳以上人口： 
2,889人 

ハイライフ高陽 
5歳以上人口： 
2,030人 

高陽第一（落合東） 
5歳以上人口： 
441人 

高陽第一(原田山) 
5歳以上人口： 
946人 

ふじランド 
5歳以上人口： 
1,041人 

新設 

新設 

新設 

持続可能な最低限の利用者数を確保できる 

5歳以上の人口 1,392人をメルクマールとして設定 

⇒ これを超える団地に路線バスを設定 

路線バス 地域交通 

路線バス 地域交通 

別紙４ 



バス停ごとの便数による区分 
 

参考資料１ 

凡例 

ＪＲ 

現在のバス路線 

郊外部主要ネットワーク(案) 

バス停 

200便以上 

100便以上 



主要ネットワークでカバーされないエリアの抽出 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料２ 

凡例 

ＪＲ               基幹バス 

アストラムライン         デルタ内拠点アクセス補完バス 

広電宮島線           郊外部主要路線 

広電市内線           団地 

航路                    居住地 

徒歩利用者カバー圏 

項目・条件 距離圏 考え方 

ＪＲ駅 
平地 650m 

徒歩 10 分圏とし、歩行速度を

平地は 4km/h 、傾斜地は

3km/h として設定 

傾斜地 500m 

アストラム 

ライン駅 

平地 650m 

傾斜地 500m 

広電宮島線 平地 650m 

広電市内線 

300m 

バスサービスハンドブックにより、

90%以上の人が抵抗なく歩くこ

とができる距離として設定 

基幹バス 

デルタ内バス 

郊外部バス 

 



郊外部補完公共交通と地域公共交通を分類するための判断基準（メルクマール）について 

採算性からの検討（単純計算） 

■各地域におけるフィーダー路線の諸元を以下のとおり設定 

・運賃：200円 

・距離：約 2km 

・運行頻度：往復 90便/日運行（3便/h：6:30～21:30 を想定） 

※バス活性化基本計画において、郊外部補完バスのサービスレベルを 10~30分ヘッドとしている 

・運行経費のキロあたり単価：400円/km 

 

■路線の採算性概算 

・経費：400円/km×2km/便×90便＝約 72千円 

・収入：200円/人×●人/便×90便 

⇒ 採算確保ラインは ●＝約 4人/便 

∴約 360人/路線（往復利用） ⇒ 約 180人（実利用人数） 

 

■団地の利用者数概算 

・団地におけるバス利用者数は、5歳以上の外出率 80.8%、公共交通機関利用分担率 16%（ともに H20

広島市実態調査）から算出する。 

⇒180人の利用者数を確保するためには、団地における 5歳以上人口が 1,392人以上である必要がある。 

 

 

①外出率 

 

 

 

 

 

 

 

②公共交通分担率 
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１６％ 

公共交通（鉄道、路面電車、バス、アストラムライン）の合計 
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高陽地区の現況公共交通サービス 

 

高陽 A2団地 
人口：4,136人 
生産人口：2,236人 
高齢化率：33.3% 
人口密度：79.1人/ha 

高陽 C団地 
人口：3,537人 
生産人口：1,776人 
高齢化率：41.9% 
人口密度：68.7人/ha 

翠光台 
人口：2,912人 
生産人口：1,505人 
高齢化率：36.3% 
人口密度：84.0人/ha 

ハイライフ高陽 
人口：2,621人 
生産人口：1,664人 
高齢化率：22.2% 
人口密度：80.1人/ha 

高陽 A団地 
人口：5,233人 
生産人口：2,991人 
高齢化率：29.3% 
人口密度：91.3人/ha 

深川台 
人口：1,024人 
生産人口：731人 
高齢化率：12.6% 
人口密度：98.2人/ha 

はすが丘 
人口：3,002人 
生産人口：1,460人 
高齢化率：40.7% 
人口密度：74.4人/ha 

諸木団地 
人口：502人 
生産人口：261人 
高齢化率：37.3% 
人口密度：58.9人/ha 

高陽苑 
人口：257人 
生産人口：158人 
高齢化率：30.0% 
人口密度：62.5人/ha 

矢口が丘 
人口：3,765人 
生産人口：2,391人 
高齢化率：24.6% 
人口密度：81.9人/ha 

ふじランド 
人口：1,343人 
生産人口：749人 
高齢化率：28.2% 
人口密度：79.2人/ha 

梅園団地 
人口：591人 
生産人口：337人 
高齢化率：32.3% 
人口密度：94.6人/ha 

城ケ丘 
人口：2,361人 
生産人口：1,306人 
高齢化率：31.6% 
人口密度：100.4人/ha 

高陽台 
人口：1,356人 
生産人口：1,024人 
高齢化率：5.5% 
人口密度：123.6人/ha 

高陽第一（落合東） 
人口：582人 
生産人口：380人 
高齢化率：20.8% 
人口密度：52.1人/ha 

高陽第一（玖村） 
人口：1,531人 
生産人口：1,075人 
高齢化率：13.9% 
人口密度：68.7人/ha 

高陽第一(原田山) 
人口：1,226人 
生産人口：814人 
高齢化率：22.8% 
人口密度：78.3人/ha 

高陽台 
計 14便/日 
上り：8便/日 
下り：6便/日 
 

矢口が丘 
計 30便/日 
上り：14便/日 
下り：16便/日 
 
 

高陽 C・諸木団地 
計 144便/日 
上り：57便/日 
下り：63便/日 
循環線：24便/日 

深川台 
計 57便/日 
上り：28便/日 
下り：29便/日 
 
 

高陽 B 
計 95便/日 
上り：41便/日 
下り：41便/日 
循環線：13便/日 
 

玖村(玖村駅前) 
計 122便/日 
上り：54便/日 
下り：55便/日 
循環線：13便/日 
 

高陽 A2団地(下深川駅前) 
計 208便/日 
上り：88便/日 
下り：107便/日 
循環線：13便/日 
 

高陽 A団地(寺迫公園前) 
計 206便/日 
上り：93便/日 
下り：113便/日 

はすが丘・梅園団地・ふじ
ランド（乗合タクシー） 
計 12便/日 

高陽 B団地 
人口：3,715人 
生産人口：2,174人 
高齢化率：28.2.% 
人口密度：83.2人/ha 
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凡例 

ＪＲ               現行バス路線          バスが運行可能な道路 

団地               やぐちおもいやりタクシー         
フリー乗降区間 



 

 

【参考】地域公共交通再編実施計画において設定を検討している評価指標【案】 

地域公共交通再編実施計画においても、評価指標を設定し、具体的施策の効果を確認する必要があるため、現在検討中の指標案を参考に示す 

区 分 評価の視点 指標名 指標の説明 算定方法 備 考 

利用者 

公共交通の利便性向上 

（使いやすいネットワークの構築） 

 基幹公共交通ネットワークの確

保率 

都市軸を形成し、交通拠点を結ぶ公共

交通による基幹的なネットワークの充足度

を評価 

 交通が確保されている基幹公共交通ネットワーク

数／全基幹公共交通ネットワーク数 

 

 路面電車の定時・速達性の達

成度 

「路面電車が時刻表通りに運行できる」

ことを評価 
朝ピーク時における路面電車の平均遅延時間 

 

本計画に基づく取組により「路面電車の

平均速度が向上する」ことを評価 
朝ピーク時における路面電車の平均走行速度 

 

基幹バスの定時・速達性の達成

度 

「基幹バスが時刻表通りに運行できる」こ

とを評価 

朝ピーク時における基幹バスの平均遅延時間 

（特定日のバスロケーションデータ） 

※都心方面の基幹バスの目的地到着時間から

算定 

※特定日の設定次第で

数値誤差が出る可能性

あり 

本計画に基づく取組により「路面電車の

平均速度が向上する」ことを評価 

朝ピーク時における基幹バスの平均走行速度 

（特定日のバスロケーションデータ） 

※特定日の設定次第で

数値誤差が出る可能性

あり 

 バス専用・優先レーンの導入延

長 
バスの走行環境の向上に関する評価 

 バス専用・優先レーン（タクシー含む）を導入し

ている道路延長 

 

交通拠点から郊外方面のバス

運行便数 
郊外部の利便性に関する評価 交通拠点から郊外方面のバス路線の運行便数 

 

 乗継環境の整備率 乗継環境の向上に関する評価 
 乗継環境が整備済みの箇所数／交通拠点及び

乗継地点の全箇所数 

 

 乗継環境の達成度 乗継環境の向上に関する評価  乗継が 10分以内に可能か否かで判断 
※数値化が困難 

 交通拠点における多言語化達

成率 

国外からの来訪者の利便性向上に関す

る評価 

 多言語化対応済みの箇所数／交通拠点の全

箇所数 

 

公共交通の利便性向上 

（使いやすい運賃体系の構

築） 

 交通系 ICカード（PASPY）導

入率 
 利用者の利便性向上に関する評価 

 交通系 IC カード導入済の事業者数／市内の全

交通事業者数 

 

事業者 持続可能な経営 
 都心部における過密バス路線の

解消 
バス路線の効率化に関する評価  紙屋町・広島駅間のバス路線の運行便数 
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